
公   告 
 

 

 周南総合庁舎に自動販売機を設置する者を次のとおり、公募（総合評価）により募集します。 

 

  令和７年１２月１８日  

 

                                             周南県税事務所長 西 野 知 子 

１ 公募概要 

(1)  設置自動販売機の種類 

    飲料及び食品用自動販売機 

 (2)  設置場所及び設置台数等 

    別紙設置内容一覧表のとおり 

 (3)  設置期間    

    令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

    ただし、設置期間の満了前であっても、山口県が行政財産の用途又は目的のため必要が生じ

た場合は、行政財産使用許可を取り消し、原状回復させることがある。 

    なお、設置事業者は正当な理由がない限り、設置期間中は自動販売機を撤去することができ

ない。 

(4) 選考の基準となる項目 

   山口県の県有施設に設置する自動販売機の設置業者の選定に当たっては、「山口県ふるさと 

産業振興条例」に基づき、県産品の積極的な活用、県施策への協力などの地域貢献等、様々な 

要素を選考の基準となる項目とする。 

 

２ 公募に参加できる者の資格 

公募に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

 (1)  地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当

する者でないこと。 

 (2)  地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名

競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は

入札代理人として使用する者でないこと。 

 (3)  山口県内に本店、支店、営業所又はそれらと同等機能の事務所を有する者であること。 

（4） この公告の日から選考の日までの間のいずれの日においても県が実施する自動販売機設置業

者公募への参加停止を受けていないこと。 

 (5)  この公告の日から選考の日までの間のいずれの日においても県の業務委託及び物品調達等

に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けていないこと。 

(6)  自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定す

る暴力団員又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者でないこと。 

 (7)  山口県における県税及び国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税）を完納しているこ

と。 

 

３ 公募に関する事務を担当する事務所の名称等 

周南県税事務所 

〒７４５－０００４ 周南市毛利町２丁目３８ 周南総合庁舎 １階 

電 話（０８３４）３３－６４１１   

ＦＡＸ（０８３４）３３－６５１２  

４ 契約条項を示す場所 

上記３の場所とする。 

 



５ 公募参加説明書等の交付 

 (1)  配布期間  令和７年１２月１８日(木)から令和８年２月５日(木)まで 

 (2)  配布場所  県ホームページからダウンロードできる。 

 

６ 設置予定事業者の決定方法及び公表 

 (1)  決定方法   

   提出された提案書等を周南総合庁舎自動販売機設置事業者選定審査委員会で総合的に審査

し、最も優れた提案書を提出した者を設置予定事業者とする。 

 (2)  設置事業者の公表 

設置予定事業者を決定したときは、応募者全員に決定した設置予定事業者名を通知する。ま

た、契約締結後、県ホームページにおいて設置事業者名を公表する。 

なお、必要に応じて、決定した設置事業者の総得点数を公表する場合がある。 

 

７ その他 

 (1)  選考の無効 

   次の提案は無効とする。 

①  公募に参加できる資格のない者の提出したもの 

  ② 公告及び公募説明書に示した諸条件に違反した者の提出したもの 

  ③ 談合、その他不正な行為があったと認められる者の提出したもの 

  ④ ＦＡＸ又は電子メールによるもの 

  ⑤ 記名のないもの 

  ⑥ 必要な事項を確認できないもの 

  ⑦ 同一人が同一事項又は同一物件について２以上の提案をしたもの 

(2)  契約書等作成の要否  要 

 (3)  契約保証金      免除する。 

 (4)  行政財産使用許可  

   自動販売機設置に当たっては、行政財産使用許可申請を行う必要がある。また、別途、行政

財産使用料を県に納入する必要がある。 

 (5)  詳細については、公募参加説明書による。 
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